
                                            令和３年４月２７日 

保護者の皆様 

鈴鹿市立愛宕小学校 

校長 長谷川 浩 

台風時等における児童の登下校及び授業の実施について 

愛宕小学校では，暴風警報等（含む「台風接近に伴う大雨警報」「暴風雪警報」「大雨特別

警報」「暴風特別警報」「暴風雪特別警報」「大雪特別警報」）発令時の児童の登下校等につ

きまして，鈴鹿市教育委員会基準に従い下記のように定めています。当日のテレビ・ラジオ等

の情報に充分留意して判断いただき，お子様にご指導願います。 

○ 始業前に暴風警報等が発令されている場合 

 ● 朝７：００現在，暴風警報等が発令されている時 

 

 

 

  ● 午前１１：００現在で・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 始業後に暴風警報等が発令された場合 

 

 

平成２９年６月  日 
 

 

 

 

○ 午後，授業を行いますので，ご家庭で

昼食をすませ，その日の授業の準備をし

て学校へ午後１時（13:00）までに着くよ

うに登校させてください。 

○ この日の授業は中止，学校は臨時

休業となります。 

暴風警報等が解除されている時 

 

暴風警報等が解除されていない時 

 

① 道路の冠水，河川の増水，がけ崩れ等，児童を登校させることが危険だと予想さ

れる場合は登校をさせないでください。また，その場合は学校に連絡してください。 

② 警報は出ていないが，学校長が児童を登校させることが危険だと判断した場合

は，「学校が休み」になることを緊急メール等で連絡します。 

 

○ 午前中の授業は中止です。自宅待機してください。 

○ 給食はありません。 

 

 

○ 原則として，直ちに授業を中止し，様子を見て下校させます。ただし，安全に下校

することが困難と判断した場合は，児童を学校で保護し保護者の方に緊急メール等で

対応（学校まで迎えに来ていただく，下校時刻を遅らせる等）について連絡します。

で迎えに来ていただくか，下校時刻を遅らせます。 

 

【家庭掲示１】 



○ 警報が発表されていないが，風水害等の恐れがある場合 

始業前  

 ● 「市内一斉休校」の場合 

 

 

  ● 学校独自の措置を取る場合 

 

 

 

始業後 

 ● 「市内一斉下校」の場合 

 

  ● 学校独自の措置を取る場合 

 

 

 

 

 

 

 

○ 記録的短時間大雨情報が発表された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 通学路の安全や道路状況をもとに，中学校区で相談し，｢臨時休校｣

「始業時刻の変更」について緊急メール等で連絡をします。 

○ 前日，もしくは，当日午前７時までに緊急メール等で連絡をします。 

○ 通学路の安全や道路状況をもとに，中学校区で相談し，様子を見て下校

させます。ただし，安全に下校することが困難と判断した場合は，児童を

学校で保護し保護者の方に緊急メール等で対応（学校まで迎えに来ていた

だく，下校時刻を遅らせる等）について連絡します。 

○ 決定後,緊急メール等で連絡をします。 

○ 原則として，学校に待機させ，保護者の方に緊急メール等で連絡し，学

校まで迎えに来ていただくか，下校時刻を遅らせます。 

○ 下校させる場合には,通学路の安全や道路状況をもとに，安全の徹底を

図ります。 



 

 
 

                              令和３年４月２８日 

 

保護者の皆様 

鈴鹿市立愛宕小学校 

校長 長谷川 浩 

地震発生時の児童の登下校及び授業の実施について 

○ 始業前に大地震が発生した場合  

 

 

 

○ 登下校時に大地震が発生した場合 

 

 

 

 

 

○ 始業後に大地震が発生した場合 

 

○ 地震後に大津波警報が発令された場合【第 3次避難】 

【資料】登下校中における地震発生の場合の緊急避 

 

 

○ 自宅で大地震が発生した場合 

 

 

 

○ 始業前に地震が発生したときは，安全が確認されるまで児童を登校させないでください。 

  情報が入り次第，学校からメールで登校の有無等の連絡をさせていただきます。 

○ 登下校時に地震が発生したときは，すぐに第１次避難（児童は近くの安全と思われる場

所へ避難）をしてください。その時，ブロック塀や倒れやすいもののそばから離れてくだ

さい。そして，地震がおさまったら第２次避難（登下校中に地震発生の場合に決められて

いる緊急避難場所のうち，最も近い避難場所への避難）してください。   

   保護者のみなさんは，通学路沿いにある緊急避難場所へ児童を引き取りに行ってくださ

い。もし，児童が見つからない場合は学校へ連絡してください。なお，地区によって避難

場所が異なりますので，おうちでよく話し合い，日頃から避難場所を確認しておいてくだ

さい。 【※裏面資料参照】 

○ 始業後に地震が発生した場合は，すぐに第１次避難（その場へ安全な所へ避難）をし

ます。次に第２次避難（運動場への避難）をします 

 

○ 江島スポーツ総合公園（鈴鹿市武道館）へ避難誘導します。 

〇 保護者の皆様へ 

  お子様の引き渡しは，江島スポーツ総合公園に到着後になります。 

  避難途中での引き渡しはできませんので，ご承知おきください。 

【家庭掲示２】 

○ 安全を確保した後，津波が来ることが予想されるため，家族と相談し，地域の避難場

所や津波避難ビル等に避難してください。 



◆ 避難場所 ◆ 

江島神社 愛宕小 

３８６－０３３４ 

東石橋公園 石橋公園 

 

東後端公園 後端公園 鬼黒公園 打越公民館 

愛宕公園 市立体育館 

３８７－６００６ 

江島台公園 砂山集会所 

 

春日神社 富士見ヶ丘公園 

２０ｍ 

打越公園 

１５ｍ 

寿善寺 

３８６－１５０７ 

江島六丁目集会所 

３８６－１３３６ 

愛宕公民館 

３８８－５９０９ 

白子保育所 

３８６－２０１０ 

愛宕下会館 

３８６－５２２３ 

桜ヶ丘会館 

３８６－０４５３ 

松池公園 江島総合ｽﾎﾟｰﾂ公園 

９ｍ 

桜の森公園 

桜ヶ丘公園 江島集会所 江島丘（自然）公園 

 

 

 

※ 大津波警報が発令された場合は，緊急避難場所の内，最寄りの高台（富士見ヶ

丘公園，打越公園，江島総合スポーツ公園）に避難するようにしてください。 


